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２ ０ ２ 6   ２ ０ ３ ５ 
  

▎第１部 総論  

 

中野区区有施設整備計画は、中野区基本構想（以下「基本構想」といいます。）におい

て描く「１０年後に目指すまちの姿」と長期にわたる都市構造の変化を見据え、区が所

有する施設に係る再編、整備、利活用等の計画及び施設の更新・保全の方針を示したも

のであり、中野区基本計画（以下「基本計画」といいます。）における施策展開にあた

り、区有施設整備を財産経営の観点からとりまとめた総合的な行政計画です。 

 

 

令和８年度(２０２６年度)から令和１７年度（２０３５年度)までの１０年間です。 

基本構想及び基本計画と整合を図り、社会経済情勢の動向を見定めながら、必要に応じ

て見直しを行います。 

 

施設数と総延床面積 

２５３施設、51４，３３１㎡で

す。区民一人あたりの面積

は、特別区の平均と比べて

低い水準にあります。 

区民一人あたりの面積 
(公有財産(建物)の面積) 

中野区･･･････１．６９㎡ 

特別区平均･･･１．９０㎡ 

※ 令和５年度特別区公共施設状況

調査結果(東京都)より作成 
 

建築年数 

７割以上が建築後３０年を

経過し、老朽化が進んでい

ます。 

  

建築年数の割合 

築３０年未満････････････２８％ 

築３０年以上５０年未満･･･４２％ 

築５０年以上････････････３０％ 

※ 令和７年４月１日現在 
 

施設に要する経費 

施設は、建設費以外にも維

持管理など多くの経費を

要しています。 

  

ライフサイクルコスト※ 
（参考モデル） 

  
延床面積 10,000 ㎡以上 

２０４億円 

延床面積 1,000 ㎡～1,500 ㎡ 

３２億円 

※ １つの建物が建設から解体撤去

までに要する全ての経費 
 

  

  

区有施設の現状 

策定の目的 

概要版 

計画期間 
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▎第２部 施設再編・管理の基本的な考え方  

 

区有施設の更新時期が集中し、今後の区財政に大きな影響を及ぼすことが想定されま

す。区有施設においては、効率的かつ効果的に区民サービスが提供されるよう、配置と

規模の適正化に向けた再編を進めていく必要があります。 

 

 

今後の施策展開や施設配置にあたっては、身近な地域や交通至便な場所で適切にサー

ビスを提供するための地域展開が必要です。施設配置における圏域の考え方は以下の

とおりです。 

圏域 考え方 主な施設 

日常生活圏域 

 

今後予定する日常生活圏域の再設定に

あわせた５圏域を基本とします。 

すこやか福祉センター、 

区民活動センター など 

子どもの日常生活圏域 

 

「中野区立小中学校再編計画」に基づ

く再編後の小学校２０学校区、中学校９

学校区を基本とします。 

児童館、 

キッズ・プラザ、 

小・中学校 など 

区全域 

 
区全域を対象とします。 

区役所本庁舎、 

スポーツ施設、 

文化施設 など 

その他 

 

ニーズや地域バランスに応じて配置し

ます。 

保育園、介護施設、 

障害者施設 など 

 

 日常生活圏域  

 

 

 

 

 

※ 令和元年（２０１９年）１０月７日中野区議会厚生委員

会資料より作成しています。圏域の境界は今後の

検討において変更となる可能性があります。 

 

区有施設の再編にあたっては、より適切なサービス提供や効率的な整備手法を検討し

ていく必要があります。施設の多機能拠点化、専門性強化、居場所・交流促進、需給

バランスといった再編の考え方のもと、機能や利用形態などに応じた再編の検討を進

めていきます。 
  

子ども 

機能に応じた施設の再編 ２ 

区民の日常生活圏域等を踏まえた適正配置 １ 

区有施設の再編及び更新・保全の基本方針 

区有施設再編の必要性 

南部圏域 

中部圏域 

北東部圏域 

北部圏域 鷺宮圏域 

南中野、弥生、鍋横 

区民活動センター圏域 

東部、桃園 

区民活動センター圏域 

東中野、昭和、上高田、新井 

区民活動センター圏域 

江古田、沼袋、野方 

区民活動センター圏域 

大和、鷺宮、上鷺宮 

区民活動センター圏域 

その他 

全域 

日常 
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今後の施設整備にあたっては、区民サービスの向上とともに、区の財政負担を軽減す

るため、効果的、効率的な整備手法を検討していきます。また、区民が安全・安心に利

用できるよう、ユニバーサルデザインへの対応やバリアフリー改修を進めていきます。 

 

区有施設の７割以上が建設後３０年を経過し、施設の老朽化が進んでいます。施設の

改修や保全に伴う経費を最小限とするため、予防型の保全を進めていきます。 

 

未利用となる土地・施設について、まちづくりやにぎわいの創出等の将来を見通した

新しい価値を生み出していくとともに、適切な施設更新・保全を行う財源を確保する

ため、資産の有効活用を進めていきます。 

 

 区有施設の建替、改修等に要す

ると見込まれる経費は、以下の

とおりです。 

今後２０年間 (２０２５～２０４４年度) 

２，１３５億円 (１年平均１０７億円) 

今後４０年間 (２０２５～２０６４年度) 

４，６０８億円 (１年平均１１５億円) 

 

 

 総延床面積は、今後増加する見

込みです。 

 長期的には、区の人口が減少に転

じ、人口構成も変化していくこと

から、区有施設の見直しや再編に

係る検討を進めます。 

 

※ 人口推計は、中野区基本計画（素案）における推計値を基に作成しています。 
  

総延床面積の考え方 

施設更新経費の将来推計 

資産の有効活用 ５ 

適切な改修・保全の推進 ４ 

効果的、効率的な施設整備の推進 ３ 

過去１０年平均 

１３４億円/年 

今後４０年平均 

１１５億円/年 

今後２０年平均 

１０７億円/年 

総延床面積の 
縮減を図る 

人口推計 

総延床面積 
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▎第３部 各施設の配置・活用の考え方  

 

施設の名称 概ね１０年間の配置・活用の考え方 
施設数 

現在 ５年後 １０年後 

文化施設 
 
現在の配置で引き続き活用します。 ４ ４ ４ 

図書館  [移転]鷺宮図書館 

[建替]野方図書館 
１０ １０ １０ 

歴史民俗資料館 
 
現在の配置で引き続き活用します。 1 1 1 

体育館、スポーツ・コミュニティプラザ 
 
現在の配置で引き続き活用します。 4 4 4 

産業系施設 
 
現在の配置で引き続き活用します。 1 1 1 

小・中学校 
 
小中学校施設整備計画を踏まえて改修・改築を進

めます。 
２９ 29 29 

教育センター 
 
教育センター分室は保健所整備に伴い廃止しま

す。 
２ ２ 1 

軽井沢少年自然の家 
 
現在の配置で引き続き活用します。 1 1 1 

保育園 
 

保育施設の利用者が減少した場合には６施設～

７施設程度に集約します。 

[移転]野方保育園 

1０ 10 10 

幼稚園 
 
[建替]かみさぎ幼稚園 

[移転]ひがしなかの幼稚園 
2 2 2 

児童館 
 
児童館運営・整備推進計画を踏まえて改修・改築

を進めます。 
18 1８ 1８ 

キッズ・プラザ 
 
全小学校に配置することとし、校舎建替等の中で

整備します。 
１４ 1７ 1９ 

学童クラブ 
 

キッズ・プラザ併設型を基本として整備します。需要

見込みを踏まえて暫定的な定員拡充等を検討しま

す。 

2４ 2４ 2４ 

高齢者会館※  

ＳＷＣの理念を実現させるため、（仮称）健幸プラ

ザとして環境改善等を進めます。 

[移転]鷺宮高齢者会館※ 

16 16 16 

※ 施設数(機能別)の「現在」は令和７年４月１日、「５年後」は令和１２年４月１日、「１０年後」は令和１７年４月１日時点です。 

※ 高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 

  

全域 

全域 

全域 

全域 

子ども 

全域 

その他 

その他 

その他 

子ども 

子ども 

子ども 

日常 

施設分類ごとの配置の考え方 

全域 
日常 
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施設の名称 概ね１０年間の配置・活用の考え方 
施設数 

現在 ５年後 １０年後 

地域包括支援センター 
 

各日常生活圏域に２施設の設置を基本とします。 

[新設] 温暖化対策推進オフィス跡施設内 

[移転] 江古田地域包括支援センター 

    鷺宮地域包括支援センター 

     本町地域包括支援センター 

8 ９ 9 

障害福祉施設 
 
障害者福祉会館は保健所移転後跡地への移転を

検討します。 
６ ６ ６ 

子ども・若者支援センター 
（児童相談所機能を含む。）  

現在の配置で引き続き活用します。 
1 

(分室含む) 
1 

(分室含む) 
1 

(分室含む) 

療育施設、母子生活支援施設 
 
平和の森小学校跡地に児童発達支援センターの

新規整備を検討します。 
4 4 ５ 

保健所 
 
教育センター分室跡地及び野方保育園跡地に移

転整備を検討します。 
1 1 1 

すこやか福祉センター 
 

[新設] 温暖化対策推進オフィス跡施設内 

[移転] 鷺宮すこやか福祉センター 

     北部すこやか福祉センター 

4 ５ 5 

社会福祉会館 
 
現在の配置で引き続き活用します。 1 1 1 

複合交流拠点  

平和の森小学校跡地に中高生年代向け拠点施設、

男女共同参画センター、地域交流スペース等の機

能を整備します。 

０ ０ １ 

区役所本庁舎 
 
現在の配置で引き続き活用します。 1 1 1 

地域事務所 
 
[移転]鷺宮地域事務所 5 5 5 

区民活動センター 
 

[移転] 鍋横区民活動センター 

     鷺宮区民活動センター 

[廃止] 鍋横区民活動センター分室 

[建替] 昭和区民活動センター 

19 
(分室含む) 

18 
(分室含む) 

18 
(分室含む) 

清掃事務所、リサイクル展示室 
 
現在の配置で引き続き活用します。 3 3 3 

公営住宅等 
 
現在の配置で引き続き活用します。 26 26 26 

貸付施設等 
 
― 19 ― ― 

その他施設 
 
未利用施設は貸付や売却等を検討します。 １９ ― ― 

合計   ２５３ ２５７ ２６０ 

※施設数(機能別)の「現在」は令和７年４月１日、「５年後」は令和１２年４月１日、「１０年後」は令和１７年４月１日時点です。 

  

日常 

その他 

全域 

全域 

全域 

日常 

全域 

全域 

全域 

全域 

日常 

全域 

その他 

その他 

その他 
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▍複合交流拠点等の整備 

平和の森小学校（校舎移転後跡地） 

 多世代交流や地域コミュニティの醸成に資

する複合交流拠点として、中高生年代向け拠

点施設、男女共同参画センター、地域交流ス

ペース等の機能を整備するとともに、児童発

達支援センターを併せて整備します。また、

野方保育園を移転整備します。 

 

再編の手法 

 

▍保健所・障害者福祉会館等の再編 

教育センター分室、野方保育園 

 健康危機に対応するため、一体で保健所を移転

整備することを検討します。教育センター分室

内にある子ども相談室は区役所内に移転整備

します。 

保健所 

 保健所移転後の跡地は障害者福祉会館 (沼

袋２-４０-１８)を移転するとともに、障害

福祉施設等の整備を検討します。 

再編の手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▍北部すこやか福祉センターの整備 

北部すこやか福祉センター 

 江古田四丁目都有地に移転・整備を検討しま

す。移転後の跡地は介護保険施設の誘致を検討

します。 

 
再編の手法 

 
 

 

 

  

主な施設の配置・活用の考え方 

保健所 

移転・建替 

保健所 

障害者 

福祉会館 

＋ 

障害者福祉 

施設等 

教育 

センター 

分室 

野方 

保育園 

跡地 

転用 

保健所跡地 

跡地転用 

跡地転用 

移転 
都有地 

介護保険施設 

北部すこやか 
福祉センター跡地 

北部すこやか 

福祉センター 

北部すこやか 

福祉センター 

平和の森 

小学校 

複合交流 

拠点 

平和の森小学校跡地 

野方 

保育園 

児童発達 

支援センター 

移

転 

跡地 

転用 

野方 

保育園 

都有地 
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▍旧鷺宮小学校跡地の活用 

旧鷺宮小学校 

 鷺宮区民活動センター、鷺宮図書館、鷺宮地域

事務所を移転整備するとともに、鷺宮すこや

か福祉センター、鷺宮高齢者会館※、鷺宮地域

包括支援センターを移転整備することについ

て検討します。現在の鷺宮区民活動センター

等複合施設、鷺宮すこやか福祉センター等複

合施設についてはまちづくりの進捗と併せて

活用を検討します。 

※高齢者会館は、令和８年４月１日から「健幸プラザ」に名称変更予定です。 

 
再編の手法 

 

 

▍小・中学校の改築 

 小・中学校の改築を計画的に実施し、財政負担

の平準化を図ります。 

 改築時期の集中化を避けるため、既存校舎は

適切な改修を計画的に進めます。 

 

 

旧中野第一小学校（旧向台小学校）(弥生町1-25-1) 

中野本郷小学校、第二中学校改築中の代替校舎として活用します。 

旧令和小学校（旧上高田小学校）(上高田 5-35-3) 

第七中学校、第五中学校改築中の代替校舎として活用します。 

旧明和中学校（旧第四中学校）(若宮 1-1-18) 

北原小学校、啓明小学校改築中の代替校舎として活用します。 

旧南台小学校（旧新山小学校）(南台4-4-1) 

南中野中学校改築中の代替校舎として活用した後、区有施設整備等を検討します。 

旧中野中学校（旧第九中学校）(中野 1-57-12) 

桃園第二小学校、桃花小学校改築中の代替校舎として活用します。 
  

移転・複合化 

 
 

 

鷺宮図書館等 

複合施設 

旧鷺宮小学校跡地 

小・中学校 

現地建替 

学校跡地 

小・中学校 
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▍未利用施設・権利床等の活用 

 用途廃止等による未利用施設・跡地は、大規模施設の整備・誘導、公共施設の移転、

集約化・複合化、防災まちづくり、まちづくり用地・公園等の活用のほか、貸付又は

売却の検討を行います。 
 

区有施設等整備を検討 

● 旧中野東中学校(旧第三中学校) ● 旧沼袋小学校 

売却  

● 旧職員研修センター ● 旧本町図書館 

まちづくり用地としての活用等を検討 

● 旧北部教育相談室 

● 旧鷺宮すこやか福祉センター 

● 旧西中野小学校 

● 鷺宮すこやか福祉センター等複合施設 

● 鷺宮区民活動センター等複合施設 

● 旧あさひ保育園 

民間施設誘致(児童福祉施設、介護・障害福祉施設)を検討 

● 旧東中野図書館・旧東中野保育園 
● 北部すこやか福祉センター 

● 旧西中野保育園 

● 鍋横区民活動センター 

地域医療機能の検討 

● 今後未利用となる学校跡地 

民間活力活用を検討 

● 旧商工会館 

 

 中野駅周辺各地区の再開発に伴っ

て区が取得する権利床等について

は、中野駅至近の利便性を活かし

た区民サービスの向上に資する活

用方法のほか、民間活力の活用も

視野に入れ、検討を行います。 

 
この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を

利用して作成したものである。（承認番号）2 都市基交著第 44 号 
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